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「ＴＨＥ ＲＹＯＷＡ ＴＲＩＮＩＴＹ ＴＯＷＮ（商業棟）」新設計画の概要 

１ 届出の概要 

大規模小売店舗名称・所在地 
ＴＨＥ ＲＹＯＷＡ ＴＲＩＮＩＴＹ ＴＯＷＮ（商業棟） 

広島市西区福島町二丁目２０番２の一部 

設置者の氏名・住所 
株式会社トリニティ 代表取締役 和田 良雄 

広島市西区楠木町二丁目１０番１号 

小売業者の氏名・住所 
ダイレックス株式会社 代表取締役 多田 高志 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

新設年月日 令和５年７月１日 

店舗面積の合計 １，７３４㎡ 

駐車場の収容台数 ５５台（総収容台数１４４台） 

駐輪場の収容台数 ５０台（総収容台数８８台） 

荷さばき施設の面積 １００㎡ 

廃棄物等の保管施設の容量 １１㎥ 

開店時刻・閉店時刻 開店時刻：午前９時  閉店時刻：午後１０時  

駐車場利用可能時間帯 午前８時３０分～午後１０時３０分 

駐車場出入口の数 ２箇所 

荷さばき施設利用可能時間帯 午前０時～午後１２時（２４時間） 

  

〔当該届出に係る手続の経緯〕                          

届出の提出・受理  ：令和４年１０月３１日 

届出概要の公告   ：令和４年１１月１日 

届出書の縦覧    ：令和４年１１月１日～令和５年３月１日 

行政関係者からの意見：（意見の内容及び店舗設置者の対応は、別紙１のとおり） 

住民等への説明会  ：令和４年１２月２３日（金）午後６時３０分～午後７時１５分（出席者：２名） 

令和４年１２月２４日（土）午前１０時００分～午前１０時４５分（出席者：６名） 

           （意見の内容及び店舗設置者の対応は、別紙２のとおり） 

住民等の意見提出  ：令和４年１１月１日～令和５年３月１日 

           （意見なし） 

本市意見の通知期限 ：令和５年６月３０日 

 

２ 予定地について 

用途地域 工業地域（建ぺい率６０％／容積率２００％） 

敷地面積、所有形態 店舗兼駐車場用地（商業棟） ５，２９９㎡ 自己所有 

周辺の土地利用 添付図２「周辺見取図」のとおり 

施設面積 

（届出書P14） 区分 店舗面積 
その他の施設 

延べ面積 構 造 
飲食・サービス等 その他 

1階 1,734㎡  33㎡  812㎡ 2,579㎡ 
鉄骨造・ 

地上２階 
2階   0㎡  166㎡  54㎡   220㎡ 

計 1,734㎡  199㎡  866㎡ 2,799㎡ 

 

 

 

 

 

 

３ 新設に当たっての配慮事項 

(１) 駐車場の設置・運営計画 

形式・収容台数 

（届出書P15） 
区 分 Ｎｏ.１ Ｎｏ.２ 

形 式 平面駐車場(自走式) 屋上駐車場(自走式) 

収容台数 ６１台(うち身障者用２台) ８３台(うち身障者用１台) 

利用時間帯 午前８時３０分～午後１０時３０分 午前８時３０分～午後１０時３０分 

出入口の数 ２箇所（発券ブース無） 

指針計算式による

必要駐車台数 

（届出書P4） 

項 目 数値等 

地区の区分 その他地区 

Ｓ：店舗面積（千㎡）  １．７３４ 

Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位（人／千㎡） １，３３０．６４ 

（日来客数（人／日）＝Ｓ×Ａ） （２，３０７） 

Ｂ：ピーク率（％） １４．４ 

Ｌ：駅からの距離 －ｍ 

Ｃ：自動車分担率（％） ５０．０ 

Ｄ：平均乗車人員（人／台） ２．０ 

Ｅ：平均駐車時間係数 ０．６５９ 

必要駐車台数（台）（Ｓ×Ａ×Ｂ×Ｃ÷Ｄ×Ｅ） ５５ 

１日当たりの来店台数 ５７７ 

（ピーク時の１時間当たりの台数） （８３） 

◆ 届出台数：５５台 ＝ 指針式による必要駐車台数：５５台 

〔方面別来店予測〕 
１ 日 ピーク時 

方面 比率 

北方面 １６．８％  ９７台 １４台 

東方面 ３０．７％  １７７台 ２６台 

南方面 ３４．１％  １９７台 ２８台 

西方面 １８．４％  １０６台 １５台 

計  １００％ ５７７台 ８３台 

来店経路の設定 交通資料P8・P9「アクセスルート及び方面別来店・退店交通量図」のとおり 

経路等を来店客に

知らせる方法 

（届出書P7） 

１ 案内表示の設置（看板等） 

駐車場出入口に案内サイン及び誘導矢印標示を設ける。 

２ チラシの配布 

オープン時のチラシやホームページ上にて、来退店ルートの周知に努める。 

３ 交通整理員の配置 

オープン時など混雑が予想される場合には、駐車場出入口等に交通整理員を適宜配置し、安

全かつ円滑な交通誘導に努める。 
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交通への支障を回

避するための方策

等 

（届出書P15） 

 

１ 駐車場出入口の分散確保 

駐車場への入出庫ルートを２面に分散確保し、入出庫車両の錯綜を防止する。 

２ 駐車場出入口の注意喚起 

駐車場出入口のスロープ部分をカラー舗装とし、入出庫時の注意喚起を行う。 

３ 駐車場内の一方通行化 

駐車場内を一方通行にして車両動線の円滑化を図る。 

４ 交通整理員の配置 

オープン時など混雑が予想される場合には、駐車場出入口等に交通整理員を適宜配置し、安

全かつ円滑な交通誘導に努める。 

５ その他 

開店後の状況を検証しながら、必要に応じた対策を講じて、周辺交通に支障が生じないよう

努める。 

歩行者の通行の利

便の確保等 

（届出書P16） 

１ 駐車場出入口の安全確保 

駐車場出入口付近は十分な視認性を確保するともに、停止線・「止まれ」標示とカラー舗装に

より注意喚起を行う。 

２ 駐車場内の安全確保 

・歩行者通路帯（カラー舗装）を設け、車両との来店動線を分離する。 

・駐車場内を一方通行とし、「徐行」標示を行う。 

・駐車場内に夜間照明を適切に設置する。 

３ 交通整理員の配置 

オープン時など混雑が予想される場合には、駐車場出入口等に交通整理員を適宜配置し、安

全かつ円滑な交通誘導に努める。 

 

(２) 駐輪場設置・運営計画 

形式 平面式 

収容台数 ８８台 

必要駐輪台数 指針参考値による必要駐輪台数：５０台 ＝ 届出台数：５０台 

管理体制 

（届出書P16） 

１ 整理員等の配置 

従業員等により適宜巡回し、整理する。 

２ 営業時間外の管理 

駐車場出入口を閉鎖する。 

案内の表示方法 駐輪場区域、自転車マークを標示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 荷さばき施設の整備・運営計画 

施設面積 
№１：５０㎡ 

№２：５０㎡ 

作業可能時間帯 午前０時～午後１２時（２４時間） 

搬出入車両の台数

及び荷さばきを行

う時間帯 

（届出書P8） 

 

 

時間帯 №１ №２ 

6:00-7:00  ３台  ３台 

7:00-8:00  ０台  ０台 

8:00-9:00  １台  １台 

 9:00-10:00  ２台  ２台 

10:00-11:00  １台  １台 

11:00-12:00  ０台  ０台 

12:00-13:00  ０台  ０台 

13:00-14:00  １台  １台 

14:00-15:00  １台  １台 

15:00-16:00  １台  １台 

16:00-17:00  １台  １台 

17:00-18:00  ０台  ０台 

18:00-19:00  ０台  ０台 

19:00-20:00  ０台  ０台 

20:00-21:00  １台  １台 

21:00-22:00  １台  １台 

22:00-23:00  ０台  ０台 

23:00-24:00  ０台  ０台 

0:00-1:00  ０台  ０台 

1:00-2:00  ０台  ０台 

2:00-3:00  ０台  ０台 

3:00-4:00  ０台  ０台 

4:00-5:00  １台  １台 

5:00-6:00  ２台  １台 

合 計 １６台 １５台 

その他 

（届出書P16） 

施設

No. 
同時作業可能な台数 

待機スペース 

の有無 
防音等の設備 

搬出入車両 

出入口の数 

1 
１台 

（４ｔ・１０車） 
無 無 兼用２箇所 

２ 
１台 

（４ｔ車） 
無 無 兼用２箇所 
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(４) 廃棄物等の保管施設の配置・運営計画 

算出根拠 

（届出書P12） 

 

※指針計算式に

より算出 

区 分 
店舗面積

Ｓ 
1.734千㎡ 

指針 

原単位 

（ｔ/千㎡） 

1日当たり 

廃棄物排出量 

（指針原単位×Ｓ)

 Ａ 

平均保

管日数

（日） 

Ｂ 

見かけ 

比重 

（t/㎥） 

Ｃ 

排出 

予測量

（㎥） 

A×B÷C 

紙製廃棄

物等 

6,000 ㎡以下 1.734千㎡ 0.208 0.361t 

1 0.10 3.610㎥ 6,000 ㎡超 0.000千㎡ 0.011 0.000t 

計 0.361t 

金属製廃

棄物等 

6,000 ㎡以下 1.734千㎡ 0.007 0.012t 

1 0.15 0.080㎥ 6,000 ㎡超 0.000千㎡ 0.003 0.000t 

計 0.012t 

ガラス製

廃棄物等 

6,000 ㎡以下 1.734千㎡ 0.006 0.010t 

1 0.30 0.033㎥ 6,000 ㎡超 0.000千㎡ 0.002 0.000t 

計 0.010t 

プラスチ

ック製廃

棄物等 

6,000 ㎡以下 1.734千㎡ 0.020 0.035t 

1 0.04 0.875㎥ 6,000 ㎡超 0.000千㎡ 0.003 0.000t 

計 0.035t 

生ごみ等 

6,000 ㎡以下 1.734千㎡ 0.169 0.293t 

1 0.55 0.533㎥ 6,000 ㎡超 0.000千㎡ 0.020 0.000t 

計 0.293t 

その他の

可燃性廃

棄物等 

- 1.734千㎡ 0.054 0.094t 

1 0.38 0.247㎥ 
計 0.094t 

 排出予測量 合計 5.4㎥ 

保管施設容量 １１㎥ ＞ 指針排出予測量 ５．４㎥ 

運搬計画 業者委託 

減量化・リサイ 

クル等の配慮 

（届出書P17） 

・簡易包装やマイバック持参運動（レジ袋有料化）に取り組む。 

・店舗から排出されるダンボールなどの資源化物の分別収集を徹底する。 

 

食品加工場等 

（届出書P19） 

１ 面  積：１９６㎡ 

２ 加工内容：惣菜の調理、鮮魚、青果、精肉の加工等 

３ 悪臭対策：冷凍、冷蔵庫を設置する。 

換気設備を設置する。 

定期的な清掃を実施する。 

４ 汚水対策：公共下水に排水する。 

定期的な清掃を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (５) 騒音の発生に対する対策 

等価騒音レベルの

予測 

（届出書P9･10） 

区 分 昼間（環境基準値） 夜間（環境基準値） 〔予測地点〕 

添付図２「周辺見取図」・

３「配置図」 

 

〔予測結果〕 

全地点で環境基準値を満

足している。 

Ａ地点 46.5dB (55dB) 38.2dB（45dB） 

Ｂ地点 49.5dB (60dB) 40.7dB（50dB） 

Ｃ地点 52.2dB (60dB) 44.4dB（50dB） 

Ｄ地点 49.0dB (60dB) 40.1dB（50dB） 

Ｅ地点 53.0dB (60dB) 44.3dB（50dB） 

夜間騒音レベルの

最大値の予測 

（届出書P11･12） 

区 分 
最大値（規制基準値） 

店舗側敷地境界 

 

〔予測地点〕 

添付図２「周辺見取図」・

３「配置図」 ａ地点 67.4dB（60dB） 

ｂ地点 60.2dB（60dB） 

ｃ地点 52.9dB（60dB） 

ｄ地点 51.6dB（60dB） 

ｅ地点 78.6dB（60dB） 

〔予測結果〕 

ａ地点で荷さばき車両の走行音及び後進ブザー音、ｅ地点で荷さばき車両の後進ブザー音及び

荷さばき荷おろし音が規制基準値を超過する。 

受音点側の現状の土地利用状況は、道路に面して事業所であり、近接して住居は立地していな

い。また、夜間の超過時間率は、a地点で０．２８％、ｅ地点で０．３５％程度であり、その影響

は一時的かつ限定的であると考えられる。 

しかしながら、荷さばき車両の最徐行運転及び荷さばき作業時に不必要に大きな音を発生させ

ないよう作業人員への騒音防止意識を徹底する等騒音の低減に努めるとともに、開店後の苦情や

隣接地の開発状況に応じて、合理的な対策を講じることとする。 
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騒音対策 

（届出書P17・18） 

１ 荷さばき施設及び作業の騒音対策 

〔施設〕 

・特になし。 

〔作業〕 

・荷さばき車両の最徐行運転（５㎞以下）とアイドリングストップを徹底する。 

・不必要に大きな音を発生させないように作業人員への騒音防止意識を徹底する。 

２ 屋外でのＢＧＭ等の営業宣伝活動に伴う騒音対策 

・屋外ＢＧＭ等の使用なし。 

３ 室外機・送風機の騒音対策 

項目 設置台数 騒音対策等 

冷却塔  ０台 － 

冷暖房設備室外機 ２１台 

・ 低騒音型の設備機器を優先導入する。 

・ 屋上等に分散配置する。 

・ 定期的にメンテナンスを行う。 

冷凍機設備室外機  ９台 

・ 低騒音型の設備機器を優先導入する。 

・ 屋上に配置する。 

・ 定期的にメンテナンスを行う。 

送風機(換気扇) ２９台 ・ 低騒音型の設備機器を優先導入する。 

４ 駐車場の騒音対策 

〔施設〕 

 ・特になし。 

〔運用〕 

・アイドリングストップを呼びかけるサインを設置する。 

５ 廃棄物収集作業の騒音対策 

〔施設〕 

 ・特になし。 

〔運用〕 

・不必要に大きな音を発生させないように作業人員への騒音防止意識を徹底する。 

６ 発生する騒音への一般的対策の内容 

・緑地帯の設置（騒音軽減効果が見込まれるもの）：無 

・開店後の苦情や隣接地の開発状況に応じて、合理的な対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 街並みづくり等への配慮に関する事項 

街並みづくり・ 

景観への配慮 

（届出書P19） 

〔街並みづくり等への配慮〕 

・特になし。 

〔景観への配慮〕 

・建物の外観、屋外広告物については、広島市景観計画及び広島市屋外広告物条例のガイドラ

インや基準に準拠したものとし、協議及び届出を行う。 

・室外機等の設備機器は、できるだけ周辺から見えない場所に配置する。 

・屋外照明及び広告塔照明は、過剰な光量とならないよう配慮する。 

緑化計画 

（届出書P19） 

 

区 分 敷地面積 緑化面積 必要緑化面積 緑化の内容 

店舗施設敷地 ５，２９９．０９㎡ ５３８．５４㎡ ５２９．９１㎡ 芝張・壁面緑化 

※緑化推進制度に基づく必要緑化面積（建築物の敷地面積×10％（建ぺい率60％の場合）） 

照明計画 

（届出書P19） 

 

項目 屋外照明 広告塔照明 

照明灯の配置 添付図3「配置図・平面図」 未定 

照明灯の方向 添付図3「配置図・平面図」 未定 

照明の強さ 必要最低限度 必要最低限度 

点灯時間 日没から駐車場閉鎖時刻まで 日没から閉店時刻まで 

光害対策 
・スポット式照明器具を使用し、駐車場面、サイン面のみを照射する。 

・必要時間外は消灯する。 

  

 

(7)  防災対策・防犯対策への協力 

防災対策・防犯 

対策への協力 

（届出書P17） 

１ 防災協定等締結の有無 

無：広島市より防災協定の要請があれば、締結に向けて協議する。 

２ 防犯対策への協力 

・録画機能付き防犯カメラを店内、駐車場及び前面道路に向けて設置し、できるだけ死角を排

除する。 

・従業員による巡回を適宜行い、迷惑行為の防止に努めるとともに、必要に応じて管轄警察署

や交番とも連携して対応する。有事の際は、速やかに１１０番通報を行う。 

・営業時間外は駐車場を閉鎖する。 
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事前協議（出店計画概要書意見照会）での指摘に対する店舗設置者の対応〔ＴＨＥ ＲＹＯＷＡ ＴＲＩＮＩＴＹ ＴＯＷＮ（商業棟）〕 

項目 意見内容 回  答 その後の対応 

交通 

【広島県警察本部 交通部 交通規制課】 

店舗周辺の道路は、一方通行などの交通規制が多いことから、来退店車両

を適切に誘導するため、出入口NO.１を右折退出のみ、出入口 NO.２を左折

退出のみの運用とするほか、来退店ルートを周知するチラシや案内看板など

の設置について検討してください。 

 

出入口 NO.１を右折退出のみ、出入口 NO.２を左折退出のみの運用としま

す。また、オープン時のチラシやホームページ上にて、来退店ルートの周知

に努めます。 

― 

騒音 

【環境局 環境保全課】 

夜間騒音レベルの予測結果が規制基準値を超過していることから、出店計

画概要書に記載の騒音防止対策を確実に実施し、周辺住民等からの生活環境

の保全に関する申し出があった場合には適切に対応するとともに、必要に応

じて追加の対策を検討すること。 

 

 出店計画概要書に記載の騒音防止対策を確実に実施し、周辺住民等からの

生活環境の保全に関する申し出があった場合には適切に対応するとともに、

必要に応じて追加の対策を検討します。 

― 

その他 

【都市整備局 都市計画課 都市デザイン担当】 

当該計画地は、広島市景観計画におけるリバーフロント・シーフロント地

区（リバーフロント地区）内にあります。 

建築面積が１,０００㎡を超えるため、工事着手の30日より前かつ建築確

認申請の前までに、都市計画課都市デザイン係へ景観法に基づく届出及び同

届出に先立って行う事前協議を行ってください。 

なお、事前協議が整った場合には、行為の着手までの期間を３０日から７

日に短縮します。 

また、屋外広告物について、河川から見える場所に設置する場合は事前協

議の対象になりますので、都市計画課都市デザイン係へ事前協議を行ってく

ださい。河川から見えない場所に設置する場合でも、届出対象となる建築物

に付帯し、建築物の行為完了までに設置するものは事前協議の対象となりま

すので、当該建築物と併せて手続きを行ってください。 

 

 建築物及び屋外広告物の景観について、事前協議を行います。 

 

事前協議及び届出済みです。 

その他 

【都市整備局 指導部 宅地開発指導課】 

土地の利用計画について、前回の意見照会から変更が生じていることか

ら、当課と協議してください。なお、当該変更により土地の区画形質の変更

が認められる場合は、都市計画法第２９条第１項の許可が必要です。 

 

 土地の利用計画について、再度協議を行います。 

 

協議済みです（都市計画法第２９条第１項の許可は不要）。 

その他 

【西区役所 建設部 維持管理課】 

駐車場出入口設置に伴い、道路を加工する場合は、道路加工施工承認申請

書を提出し、承認を受けてから加工してください。 

 

 駐車場出入口設置に伴う道路加工施工承認申請書は提出、承認済みです。 ― 

その他 

【教育委員会 健康教育課 学校安全対策担当】 

計画地付近に通学路があるため、工事期間中、児童生徒の通学の安全確保

に配慮していただくとともに、工事範囲等に応じて、工事に係る情報を近隣

校（※）に提供していただくようお願いしたい。また、開業後においては、

来店車両案内ルート（観音小学校前交差点から店舗までの道、市道西２区６

０号線）の一部が、観音小学校の通学路になっているため、状況に応じた必

要な対応について、配慮をお願いしたい。 

※ 観音小学校・観音中学校 

 

工事に係る情報を近隣校（観音小学校・観音中学校）へ提供し、工事期間

中は児童生徒の通学の安全確保に配慮します。また、開業後においても、状

況に応じて必要な対応を検討します。 
― 

  

別紙１ 
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大規模小売店舗立地法に基づく説明会での住民の意見・質問及び店舗設置者の回答〔ＴＨＥ ＲＹＯＷＡ ＴＲＩＮＩＴＹ ＴＯＷＮ（商業棟）〕 

項目 意見内容 回  答 その後の対応 

交 通 

オープン時は、場外でどのような状況が予想されるのか。隣地の保育園へ

の送迎時に、北側道路に渋滞が生じることがあるのであれば、保育園の駐車

場出入口を開けてもらいたい。保育園と連携をとりながら対応してほしい。 

オープンセール期間の約２週間は、駐車場から車が溢れる等でご迷惑をお

かけすることがあるかもしれない。事前に警察等とも相談しながら、オープ

ン時の警備計画を立てて、保育園等近隣の方にも説明を行った上で、対応し

ていく。また、オープン時の渋滞対策として、南側計画地の一部に臨時駐車

場を確保することも検討していきたい。 

― 

交 通 
ダイレックス商工センター店のオープン時は、どのような状況だったの

か。 

商工センター店は、幹線道路に面している立地条件から、オープンセール

期間の約２週間は、広域から相当の来店があった。 
― 

交 通 
西方面の太田川放水路土手からの来店ルートについては、現状でも渋滞し

ている中、相当数の来店が見込まれるが、何か対策は検討しているのか。 

警察とも協議を行なっているが、今のところ道路改良等の対策の予定はな

い。 ― 

交 通 

西方面の太田川放水路土手からの来店ルートについては、今後も交通量の

増加が見込まれる。計画地付近だけでなく、周辺状況も踏まえた広域的な交

通対策を考えた方がよいと思う。 

そのような懸念があるということで承る。 

― 

その他 

駐車場のスロープ部分から隣地の保育園の園庭で遊ぶ子供たちの様子が

見えてしまうのではないか心配している。プライバシーへの配慮はしてもら

っているか。 

 スロープ部分を歩行者が利用する想定はないが、車路から１．２ｍの壁を

立ち上げる形状にしている。現地の状況を見て、壁の上部に目隠しをするな

ど今後の課題として考えたい。 

― 

その他 
２階の併設施設には何が入るのか。いつ頃決まるのか。 ヘアカラー専門店が候補の一つとしてあがっているが、まだ決まっていな

い。オープンまでには、決定したい。 
― 

その他 説明会の議事録を配付してほしい。  希望者には、広島市へ提出する報告書の写しを郵送させてもらう。 ― 

その他 
建築工事はいつから着工するのか。工事業者は決まっているのか。  建築確認申請が下り次第、来年１月２０日以降から２月頃の着工予定であ

るが、工事業者はまだ決まってない。 
― 
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